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令和７年北アルプス広域連合議会２月定例会会議録（１日目） 

令和７年２月１２日 

開会 午前１０時００分 

○議長（二條孝夫君） おはようございます。

ただいまから、令和７年北アルプス広域連合議会２月定例会を開会いたします。 

本日の出席議員は、１８名全員であります。 

よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

続いて、理事者等の欠席、遅参等については、事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

○事務局長（戸谷靖君） 報告いたします。

連合長、副連合長、監査委員は全員出席しております。 

以上でございます。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（二條孝夫君） これより本日の会議を開きます。

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、広域連合議会の会議規則第１０９条の規定により、議長において、 

１７番、宮澤正廣議員、１８番、柴田友造議員を指名をいたします。 

日程第２ 会期の決定 

○議長（二條孝夫君） 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。

本２月定例会の会期等議会運営につきましては、去る２月４日に議会運営委員会を開催願

い、ご審議願っておりますので、議会運営委員長に報告を求めることといたします。 

議会運営委員長。 

［議会運営委員長（横澤はま君）登壇］ 

○議会運営委員長（横澤はま君） おはようございます。

去る２月４日に議会運営委員会を開催し、本２月定例会の会期日程等について審議をして

おりますので、審議の概要についてご報告いたします。 

本定例会の会期日程案は、本日２月１２日から１４日を最終日とする３日間であります。 

本定例会に付議されております案件は、報告案件４件、事件案件１件、条例案件２件、予

算案件９件の計１６件でございます。各議案につきましては、委員会に付託し、委員会審査

を経て、委員長報告、質疑、討論を行い採決を行うことといたします。 

また、１４日の本会議終了後、全員協議会の開催を予定しております。 

議会運営委員会では、これを了承しております。 

審議の概要は以上であります。 

よろしくご賛同のほどお願いいたします。 

○議長（二條孝夫君） ただいまの議会運営委員長の報告に対し、ご質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 
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本定例会の会期につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日２月１２日から２月

１４日までの３日間とし、議会運営につきましても、報告どおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、１４日までの３日間と決定をいたしました。 

 

日程第３ 広域連合長あいさつ 

○議長（二條孝夫君） 次に、日程第３「広域連合長のあいさつ」を受けることといたします。 

広域連合長。 

［広域連合長（牛越徹君）登壇］ 

○広域連合長（牛越徹君） おはようございます。 

本日ここに、広域連合議会２月定例会が開催されるにあたり、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

議員各位には何かとご多用の中にもかかわらずご参集いただき、厚く御礼申し上げます。 

はじめに、国における令和７年度地方財政計画では、地方交付税を本年度に比べ   

２,９０４億円増額し、１８兆９,５７４億円としております。これは、社会保障関係費、人

件費や物価の高騰などにより、地方自治体の財政需要が膨らむため本年度を上回るもので、

一般財源総額でも６３兆７,７１４億円となり、１兆５３５億円が増額されました。 

また、地方において、それぞれの特性に応じて発展を遂げることができるよう、地方自治

体が自由度の高い事業を行うことができる新たな交付金として、令和６年度補正予算におい

て、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が創設され、新年度予算案には、６年度予算

ベースと比較し倍増となる２,０００億円が計上され、地方自治体の自主性と創意工夫に基

づき、地域の多様な主体の参画を通じた、地方創生に資する地域独自の取り組みが求められ

ております。 

なお、昨年末の新年度予算案の閣議決定を受け、全国知事会や全国市長会、市議会議長会

などで構成する地方６団体では、いわゆる１０３万円の壁につきましては、仮に基礎控除額

の恒久的な見直しが行われるような場合には、地方財政への影響について、国の責任におい

て代替となる財源を確保するとともに、今後も地方の意見を尊重し、地方税財源の確保と充

実が図られるよう、強く求める共同声明を発表したところであります。 

県における新年度予算案は、昨年１０月に予算編成方針が公表され、重点項目に、総合５

か年計画「しあわせ信州創造プラン３.０」の着実な推進等を位置付け、編成されました。 

計画に盛り込まれております北アルプス地域計画には、観光や農林業の振興、移住・定住

の促進など、様々な施策が掲げられており、広域連合としましても、施策の展開に当たり構

成５市町村とともに、地域振興局をはじめ、県の関係機関との一層の連携を図り、推進に努

めてまいります。 

また、地域高規格道路松本糸魚川連絡道路につきましては、昨年１月に大町市街地区間の

１００メートル幅の最適ルート帯が決定され、９月にはルート帯沿道地区での６回の説明会

を経て、ルートの具体的な道路構造の検討や概略設計に進むための現地測量が終了いたしま

した。 

松本糸魚川連絡道路は、圏域の観光をはじめ様々な産業の発展とともに、圏域住民の皆様

の利便性の向上を図る、地域を育む道であり、更には救急搬送や災害時における緊急輸送路
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としての命をつなぐ道でもあります。当広域連合としましても、この松本糸魚川連絡道路の

事業化促進に向けて関係団体とともに取り組んでまいります。 

広域連合の新年度予算につきましては、市町村財政担当課長で構成する幹事会や、副市町

村長会議で精査したのち、正副連合長会議における協議を経て編成いたしました。 

一般会計予算は、総額で２３億４,１２３万円余となり、前年度比４.７％の減となってお

り、このうち消防費は高機能消防指令センターの更新整備が完了したことにより、前年度比

１７.４％の減となりました。 

特別会計におきましては、４会計で総額７８億６,０１８万円余を計上しており、前年度

比１.８％の増となっております。 

以下、当面する主な事業の取り組み状況及び新年度の主な施策の概要につきまして、順次

ご説明申し上げます。 

はじめに、第６次広域計画の策定について申し上げます。 

広域計画は、地方自治法の規定により広域連合に策定が義務づけられており、令和７年度

から５年間を期間とする第６次計画について、構成市町村と県の現地機関から参画いただ

き、計画策定委員会と５つの部会で協議を行い、策定作業を進めてまいりました。計画の内

容は、高齢化や人口減少がいっそう進む中、介護保険における地域包括ケアシステムの構築

や、消防防災、広域ごみ処理の推進などの広域的な課題に対し、圏域を挙げて対応すること

とし、計画に定める基本的な方針や施策に基づき、広域連合と市町村が密接に連携、協力し

て北アルプス地域の一体的な発展を目指すとしております。 

この内容につきましては、１１月定例会全員協議会におきまして、計画の素案をご説明申

し上げ、ご意見をいただいたところでありますが、その後、圏域住民の皆様からの意見募集

を経て、計画案として本定例会に上程いたしております。 

次に、一般廃棄物処理事業について申し上げます。 

昨年３月、建設に着手しました白馬リサイクルプラザにつきましては、安全面に配慮して

工事を進め、特に大きな遅れもなく１２月２４日に竣工を迎えることができました。現在、

４月１日の供用開始に向け、屋内展示品等の整備を進めており、来月末には施設の内覧会を

開催することとしております。 

なお、４月からの施設供用に伴い、一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例案を、本定例会に上程いたしております。 

北アルプスエコパークにつきましては、長期包括運営管理委託業務に基づき、昨年度か

ら、受託者の荏原・テスコ特定業務委託共同企業体が、安全かつ継続的な施設の運転管理に

努めております。 

エコパークの昨年４月から１２月までの可燃ごみ搬入量は、大町市５,１００トン、白馬

村２,１８８トン、小谷村４６９トンの合計７,７５７トンとなっており、前年同期比で２９

トン、０.４％の増となり、１日当たりの焼却量は、３１.４トンとなりました。 

資源物等につきましては、白馬リサイクルセンター、北アルプスエコパーク及び大町リサ

イクルパークにおいて順調に処理しております。 

資源物のうち、ペットボトルのリサイクルにつきましては、令和４年度からサントリーと

の協定に基づき、ペットボトルからペットボトルへのリサイクルとなる、水平リサイクルの

取り組みを順調に進めております。 

また、プラスチック資源循環措促進法に基づき、本年４月から、プラスチック使用製品廃

棄物の分別収集に取り組むこととしており、これまでの容器包装プラスチックに加え、新た
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に製品プラスチックを回収することとなりました。これにより、圏域全体における持続可能

な循環型社会の推進と、ＳＤＧｓへの貢献に期待するところであります。 

今後も引き続き、３市村と連携してごみの適正な分別収集やリサイクルの徹底を図り、循

環型社会の形成に寄与するとともに、適切かつ安全な施設の運営に努めてまいります。 

次に、消防関係について申し上げます。 

昨年中の火災件数は、前年より９件少ない２３件となり、このうち建物火災が１４件で最

も多く、亡くなられた方はおりませんが４人が負傷しております。引き続き、あらゆる媒体

を活用した火災予防の広報により意識啓発を図り、併せて住民参加型の防災訓練や、各市町

村消防団との合同訓練などを積極的に実施し、地域の防火、防災力の向上に努めてまいりま

す。 

救急出動件数は３,９２７件で、前年より１９３件増え、過去最多の出動件数となってお

ります。これは、コロナ禍が明け、全国的な観光需要の高まりから当圏域の来訪者が増加し

たことに伴い、交通事故が多発したことに加え、高齢者の急病での搬送件数が増加したため

と考えております。今後も、迅速かつ確実な救急活動を実施するとともに、医療機関との連

携の下、ドクターヘリ、ドクターカーを効果的に活用し、引き続き、圏域住民や観光客の安

全確保に努めてまいります。 

消防通信指令システムにつきましては、本年度、配備から１０年が経過した高機能消防指

令センターの更新工事を進めており、昨年５月の着工以降順調に進捗し、本年３月に竣工の

見込みであります。 

次に、介護老人保健施設虹の家について申し上げます。 

本年４月から１２月までの施設の利用者数は、契約入所者延べ９,８６５人、短期入所者

延べ２,３０４人となり、１日平均利用者数は、４４.３人となりました。前年との比較で

は、昨年１０月より、契約入所と短期入所を合わせ、ベッド数を４２床に減床しましたこと

から、入所利用者数の単純比較は困難なため平均稼働率で比較しますと、昨年同期の稼働率

が９１.８％に対し、本年は１.７ポイント増の９３.５％となっております。 

先ほど、「次に、介護老人保健施設虹の家について申し上げます」の次に、「本年４月か

ら」と申し上げましたが、これは「本年度４月から」に訂正させていただきます。お詫び申

し上げます。 

また、通所利用者につきましては、昨年同期より２１０人多い３,８６５人で、１日平均

２１．１人となっております。 

継続して取り組んでおります入所利用者の積極的な確保につきましては、規模縮小によ

り、延べ人数は少なくなっておりますものの、稼働率は上昇しており、また、通所利用者に

つきましても、新型コロナ感染症の流行以来落ち込んでおりました利用がようやく回復し、

堅調に推移しております。引き続き、必要な感染症対策等を実施するとともに、利用者の継

続的な確保に努めてまいります。 

次に、介護保険事業について申し上げます。 

本年度よりスタートした第９期介護保険事業計画は、まもなく１年を経過しようとしてお

ります。初年度であります本年度の保険給付費の執行状況は、会計年度の単位である令和６

年３月利用から直近の１１月利用までの９カ月分において、当初予算に対し７４.１％の執

行率となっており、概ね計画どおりの進捗となっております。 

昨年１０月１日時点での６５歳以上の人口は２万３７６人であり、前年と比較し１１８人

減少しておりますものの、６５歳以上の高齢化率は、総人口の減少により０.１６％上昇し
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ております。また、同時期の７５歳以上の後期高齢者人口につきましても、団塊世代の方が

７５歳に到達しており、３７４人の増加となりました。 

介護サービスを主に利用される要介護、要支援認定者数は、昨年９月末現在で３,４９４

人となっており、事業計画の見込み数に比較して１５人上回りましたが、ほぼ見込みどおり

に推移しております。今後は、団塊の世代の高年齢化により、要介護等の認定者数も緩やか

に増加するものと想定しており、介護給付費の増加と、これに伴い必要となる介護保険料水

準の上昇を抑制するため、介護予防や高齢者を地域で支える地域包括ケアシステムの深化に

向け、圏域市町村と連携して事業を推進してまいります。 

また、第９期事業計画に基づく介護サービス基盤の整備につきましては、整備運営事業者

の公募を実施したところ、特別養護老人ホームの増床と、短期入所から契約入所へのベッド

転換の２つのサービスにおいて、それぞれ２事業所から応募があり、審査を経て事業者を決

定いたしました。これにより、特別養護老人ホームの管内の定員は、来年４月、増床により

５床が整備されるほか、新年度第１四半期には、短期入所からの転換により、６床が開設さ

れ、合わせて１１緒増加することとなり、合計で５１４床になる見込みであります。 

なお、昨年１１月に実施いたしました、認知症グループホーム整備運営事業者の再公募の

結果、応募者はなく、詳細につきまして、本定例会終了の議会全員協議会でご説明申し上げ

ることとしております。 

引き続き、第９期介護保険事業計画を着実に推進することにより、圏域住民の皆様が住み

慣れた地域で、安心して暮らし続けることができますよう、体制づくりに努めてまいりま

す。 

次に、介護老人ホーム鹿島荘関係について申し上げます。 

鹿島荘では、今月１日現在、措置入所者は定員の５０人に対し４３名の方に、また、短期

入所は８人の方にご利用いただき、更にひだまりの家におきましては、入所定員の９人の方

にご利用いただいております。 

鹿島荘の措置入所者は、依然として定員割れの状況が続いておりますが、短期入所につき

ましては利用相談が増加し、空床利用の対応により措置入所定員を超えて受入れる日も多

く、先月には１日１０人の方が利用する日もありました。今後の対応につきましては、引き

続き関係市町村等と密接な連携を図り、入所者の円滑な受け入れに努めますとともに、措置

入所、短期入所それぞれの定員のあり方について引き続き検討を進めてまいります。 

ひだまりの家につきましては、近年の経済情勢の変化を受け、価格が高騰する給食材料費

や人件費など管理経費が増加しており、施設利用料の見直しが必要となっておりますことか

ら、本定例会にひだまりの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案を上程いた

しております。 

また、先月下旬にインフルエンザの施設内感染が発生したことに伴い、感染の拡大防止を

図るため、鹿島荘及びひだまりの家におきまして、当分の間、それぞれ外出や面会を制限す

ることといたしました。 

両施設とも、高齢者の施設として、インフルエンザ等の感染症対策を徹底するとともに、

引き続き衛生管理に十分注意を払い、安全で明るい家庭的環境のもとで、日常生活が営むこ

とができますよう努めてまいります。 

以上、本年度の主な事業の進捗状況と、新年度における取り組みについて申し上げまし

た。今後も引き続き、圏域の発展と住民福祉の増進に取り組んでまいりますので、議員各位

並びに住民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 
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本定例会にご提案申し上げます案件は、報告案件４件、事件案件１件、条例案件２件、予

算案件９件の合計１６件でございます。それぞれの議案につきましては、上程の際に説明い

たしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

日程第４ 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決 

○議長（二條孝夫君） 次に、日程第４「議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採

決」を行います。 

報告第１号から報告第４号までは、令和６年人事院勧告に伴う人件費補正が主な内容であ

ります。 

この取り扱いについてお諮りいたします。 

報告第１号から報告第４号までを一括して議題とし、順次説明を受けた後、各報告につい

て、それぞれ質疑及び採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、そのように取り扱います。 

報告第１号から報告第４号までの４報告について、説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、報告第１号「専第１号 令和６年度北ア

ルプス広域連合一般会計補正予算（第４号）」、報告第２号「専第２号 令和６年度北アル

プス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第３号）」、報告第３号「専第３号 

令和６年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」、報告第４号

「専第４号 令和６年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第３

号）」につきましては、いずれも人事院勧告に伴う人件費の補正であり、地方自治法第１７

９条第１項に基づき、令和６年１２月１７日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の

規定により報告をし、承認を求めるものでございます。 

今年度の人事院勧告は、給与の平均２.７６％と賞与０.１月分の増額改定が行われ、広域

連合が準拠する大町市の職員の給与条例の改正が議決されたことを受け、年内支給を行うた

め専決補正をしたものでございます。 

最初に、報告第１号の１ページをご覧ください。令和６年度一般会計補正予算（第４号）

では、歳出のみの補正で、予算の総額に変更はございません。 

６ページ、７ページの歳出をご覧ください。 

款２項１目１一般管理費１３８万５千円の増は、節２給料、節３職員手当等、節４共済

費、節１８負担金補助及び交付金で人事院勧告に伴う人件費の増であり、職員５名、会計年

度任用職員３名分でございます。 

款４項１目２ごみ処理広域化推進費１７万４千円の増は、同じく職員１名、会計年度任用

職員１名分でございます。 

款４項１目３廃棄物処理費２４万２千円の増は、同じく職員１名、会計年度任用職員１名

分でございます。 

款４項１目４リサイクル推進費１２万４千円の増は、会計年度任用職員９名分でございま

す。 
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款５項１目１常備消防費３,１１６万１千円の増は、同じく職員９３名、会計年度任用職

員３名分でございます。 

款６項１目１土木事業費８９万９千円の増は、同じく職員２名、会計年度任用職員２名

分、再任用職員１名分でございます。 

款９予備費は、３,３９８万５千円を減額して財源としております。 

１０ページから１３ページまでは、給与費明細書でございます。 

次に、報告第２号、介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第３号）も同様に、歳出の

みの補正で予算の総額に変更はございません。 

６ページ、７ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１介護老人保健施設事業費１７５万２千円の増は、節２給料、節３職員手当

等、節４共済費、節１８負担金補助及び交付金は、人事院勧告に伴う人件費の増であり、職

員９名分でございます。款２予備費は１７５万２千円を減額して財源としております。 

８ページから９ページまでは給与費明細書でございます。 

次に、報告第３号、介護保険事業特別会計補正予算（第３号）も同様に、歳出のみの補正

であり、予算の総額に変更はございません。 

６ページ、７ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１一般管理費１９０万３千円の増は、節２給料、節３職員手当等、節４共済

費、節１８負担金補助及び交付金は、人事院勧告に伴う人件費の増であり、職員７名、会計

年度任用職員１名分でございます。款３項１目１介護認定審査会費４千円の増、及び目２認

定調査等費４万円の増は、人事院勧告に伴う人件費の増であり、会計年度任用職員７名分で

ございます。 

款６予備費は１９５万３千円を減額して財源としております。 

８ページから１１ページまでは給与費明細書でございます。 

最後に報告第４号、老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第３号）でございますが、同

様に歳出のみの補正で、予算の総額に変更はございません。 

６ページ、７ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１管理費１６３万７千円の増、及び項２目１ひだまりの家管理費１５万８千円

の増は、いずれも、節２給料、節３職員手当等、節４共済費は、人事院勧告に伴う人件費の

増で、職員９名、会計年度任用職員２９名分、再任用職員１名分でございます。 

款３予備費につきましては、鹿島荘分とひだまりの家分合わせて１７９万５千円を減額し

財源としたものでございます。 

８ページから１１ページまでは、給与費明細書でございます。 

以上、報告第１号から報告第４号まで併せてご説明申し上げましたが、ご承認を賜ります

よう、お願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

はじめに、報告第１号について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

報告第１号を、報告どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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挙手全員であります。 

よって、報告第１号「令和６年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第４号）」は、

報告どおり承認されました。 

次に、報告第２号について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

報告第２号を、報告どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、報告第２号「令和６年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正

予算（第３号）」は、報告どおり承認されました。 

次に、報告第３号について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

報告第３号を、報告どおり承認することにご賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、報告第３号「令和６年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）」は、報告どおり承認されました。 

次に、報告第４号について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

報告第４号を、報告どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、報告第４号「令和６年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予

算（第３号）」は、報告どおり承認されました。 

次に、議案第１号「北アルプス広域連合広域計画の変更について」を議題とし、提案理由

の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第１号「北アルプス広域連合広域計

画の変更について」提案理由の説明を申し上げます。 

広域計画は、地方自治法第２９１条の７の規定に基づき策定をするものであり、広域連合

が掲げる目標や事務処理の方針を具体的に示し、広域連合や関係市町村が事務を行っていく

ための基礎となるものでございます。 

お手元にお配りしております、議案説明資料３ページからの議案第１号説明資料を併せて

ご覧ください。 
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３ページには、広域計画策定に至るまでの経過と今後の予定、４ページには、広域計画案

の概要として主な事業の抜粋、５ページから７ページまでは、第６次広域計画案に対するパ

ブリックコメントと広域連合の考え方をまとめてございます。 

平成１２年度に設置されました当広域連合は、本年度で２５年目となり、現計画を見直

し、第６次計画として、令和７年度から１１年度までの５カ年の計画を策定しております。 

本計画では、基本構想において北アルプス地域の将来像を、「雄大な北アルプスと共に、

やさしさと活気あふれるゆたかな地域」とするとともに、広域連合規約第５条に規定されて

いる、１８分野２８項目の事務事業を基本計画として位置付け、関係市町村の施策等と調和

が保たれたものとするため、関係市町村や北アルプス地域振興局の協力を得ながら、計画策

定委員会及び課題別部会５部会において内容検討を重ね、計画策定を行ってまいりました。 

昨年行われました、北アルプス広域連合議会１１月定例会の全員協議会では、素案につい

てご説明させさせていただき、議員各位から賜りましたご意見を踏まえ、計画に反映してお

ります。 

今回策定いたしました本計画に基づき、広域連合と関係市町村が互いに協力して事務を行

い、引き続き北アルプス地域の一体的な発展を目指してまいります。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

中牧盛登議員。 

○６番（中牧盛登君） 担当委員会でありますが、福祉の事に関してお聞きをしたいと思いま

す。まず、鹿島荘についてですが、３６ページの今後の方針と施策の中で、施設運営のあり

方を総合的に検討していきますというように書かれているのですが、総合的に検討すると

は、５年間何を検討するのかお聞きしたい。 

それから虹の家ですが、３８ページの、これも、今後の方針と施策の一番下ですね。令和

６年度から８年度までに終期を定める方針として検討を進める、この辺も、この計画は５年

計画ですので、何かこれ具体性がないので少し具体的な事をお聞きします。 

それからひだまりの家ですが、これも４０ページの今後の方針と施策の中に、総合的に検

討していきますと書いてあるんですが、５年間総合的に何を検討するのか、その辺を具体的

に説明をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） 答弁を求めます。 

介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） そうしましたら質疑にお答えいたします。 

まず、鹿島荘につきましてですが、措置者数の減のほか、短期宿泊事業につきましては医

療依存度が高いとか多様な生活歴ですとか、対応に配慮が必要な高齢者の利用の増加がある

ことから、医療職員、また、支援職員の不足により、職員の負荷増大や市町村の期待にこた

えられない現状があります。そうしたことから、施設自体のあり方ということではなくて、

貴重な職員、人材の資質向上や地域との関わりをどうしていくか、また養護老人ホームの役

割にとどまらず、柔軟に福祉の分野を問わない相談窓口、誰からも頼られる施設を目指す方

針ということで、そういった検討をさせていただきたいとしたものでございます。 
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また、虹の家につきましては、現在、第９期介護保険事業計画期間内において終期を定め

る方針として、協議進行中ということであることから、現状での施設管理や運営、また、利

用者へのサービス提供に関する要点について、方針及び施策として記載をさせていただいて

おります。 

また、ひだまりの家につきましても、課題として職員不足や職員の高齢化、また、収支の

状況の悪化があります。ですが認知症高齢者の増加は今後も見込まれ、グループホームは、

介護保険制度上、地域に密着したサービスを提供していかなければならない事業所となりま

すことから、改めて地域や関係機関と連携した、地域運用方針等を挙げさせていただいてい

るところでございます。 

３施設とも課題がございますが、時代は流れまして、例えば養護老人ホームですと、開所

の時点とは、入居者層も地域での役割も大きく変化してきている、また、社会資源も一定数

地域に整備されてきているということになりますので、所管の３施設のあり方、また、セー

フティーネットとしてどうあるべきか、総合的に見直す検討が必要であるとさせていただい

たものでございます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） ３７ページの虹の家の関係なんですけれども、３８ページの最後のとこ

ろ、今後の方針と施策では、今後の施設のあり方について、第９期介護保険事業計画期間内

に終期を定める方針として検討しますとあります、この検討を進めていく中で、最終的には

機関決定というのはどこでされるのか、この点について説明してください。 

○議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） はい、お答えいたします。 

これまでも大町病院等々、内部検討委員会ですとか経営改善委員会等で検討させていただ

いてきている中でございまして、財政的な課題が最終的な課題だったというところでござい

ますので、広域連合で引き取って、正副連合長会議等で判断をいただいて、今に至っている

ということでございますので、新たな会議の設定ということではなくて、正副連合長会議と

広域連合の方で会議を示していくということになろうかと思います。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 広域連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） まず、機関決定というご質問でありましたので、ただいま課長から

ご答弁申し上げましたように、機関としては正副連合長会議が意思決定機関でございます。

行政側はですね、しかし、これは条例事項でありますので、最終的に団体としての北アルプ

ス広域連合の意思が決定するのは、議会においての議決になります。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） 行政としての機関決定という、今説明があったように広域連合ですので

最終的には広域連合長、牛越連合長という解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（二條孝夫君） 広域連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） 広域連合長としての役割ではありますが、機関として決定するに

は、合議制を取っております正副連合長会議の決定が理事者側の決定と考えていただきたい

と思います。 
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以上です。 

○議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） 広域連合の機関ですけれども、最終的にこの最高責任者は広域連合長で

ありますので、いわゆる最終的な決定の責任というのは連合長にあるという解釈ですが、こ

れは間違っていますか。 

○議長（二條孝夫君） 広域連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） その場合、正副連合長たる牛越徹ではなくて、正副連合長のトップ

であります。連合長の職にある者と考えていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

中村直人議員。 

○４番（中村直人君） ５８ページの広域的な観光振興に関することから、何点かお聞きをした

いと思います。５９ページ、最初の段落の最後、商工業や農林水産業等への波及効果がある

施策の調査研究を行っていきますとあるんですが、これは具体的に今までやった事はこうい

う事だよとか、今後行っていく事、こういうイメージがあるという事があったら教えていた

だきたいのとですね、この段落の一番下ですね、今後は観光資源を広域的に結びつけるとい

うことで魅力を高めとありまして、最後には効果的な情報発信を行っていく必要があります

とあるんですが、これも何か具体的にイメージがあったら教えていただきたいです。 

それで、今後の方針と施策、これ今言った事と少しつながる事なんですが、ここにもＳＮ

Ｓの導入や発信内容等について研究し、コンテンツの充実と魅力の向上を図るというような

ことがあります。これ先ほど言った情報発信のことと繋がってくることだと思うんですが、

そもそもこの圏域での共有イメージ、こういう方向で観光を推し進めていこうということ

を、どうやって作っていくのかということをお聞きしたいと思います。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） 企画財政係長。 

○企画財政係長（飯島伸幸君） ただいまのお尋ねにお答えをいたします。 

広域観光の分野でございますけども、まず５９ページの一段落目の部分でございますが、

こちらは、関係市町村で今現在行われている活動について記述した部分でございまして、広

域連合として、このような事業を現在行っているところではございません。また、（２）の

後段の部分につきましては、現在、広域連合としましては、市町村からの情報発信ですね、

観光情報等を定期的に広域連合の方に集めさせていただきまして、ホームページ、また、広

報誌等で発信をしているというような、現在の活動状況となってございます。 

それを受けまして、（３）の今後の方針と施策でございますが、現在の広報誌、また、ホ

ームページでの発信に加えまして、ＳＮＳは情報発信のツールとして大変有効なものと考え

ておりますので、そういったものを新たに導入して、新たな発信の方法ができないかどう

か、市町村と話し合ってまいりたいというものでございます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 中村直人議員。 

○４番（中村直人君） ありがとうございます。 

まずですね、広報誌で情報発信をしているとのお話しがありましたが、この広報誌という

のが、どういった物があるのか具体的に教えていただきたいのと、それと、先ほどの最後の

質問で、それぞれの市町村で実際にはやっているということが、観光はメインだとはわかっ
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てはいるんですが、ではここに書いてある、このエリア全体に共通した観光イメージとか、

こういうのを打ち出していくみたいなイメージというのは、どういうところで共有されてい

るのか、或いは作り上げているのかということ、それから、今、お話があったように実際は

観光の事というのは市町村であったり、或いはＤＭＯで行ったりして、ある意味でこちらの

団体というのは、それに対して補助的な位置付けみたいな印象があるんですが、その辺のＤ

ＭＯとこの施策の関係性というのは、どのように位置付けられてるのかということをお聞き

したいと思います。 

○議長（二條孝夫君） 企画財政係長。 

○企画財政係長（飯島伸幸君） はい、お答えいたします。 

まず、広報誌の関係でございますが、こちらは広域連合で年に２回発行しております「北

アルプス遊・交・学」という広報紙でございまして、毎号、裏表紙を使いまして、広域管内

で行われておりますイベント等を発信しているというものでございます。 

また、（３）の今後の方針と政策の部分のお尋ねでございますけども、ＤＭＯということ

がご質問にありましたが、そちらの方とは、現在この政策は直接結びつけてはおりません。

しかしですね、広報誌の方で観光の関係を発信する際に、なるべく北アルプス地域を一体の

ものとしてとらえていただけるように、北アルプスエリアの情報発信というような形をとっ

ておりますけども、今後もですね、ＳＮＳ等を通じてこのエリアがですね、一体的な地域で

あるというような形で見ていただけるような研究をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第１号は、総務常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第２号「北アルプス広域連合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例制定について」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第２号「北アルプス広域連合一般廃

棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定」につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。 

今回の改正は、白馬リサイクルプラザが昨年１２月に竣工し、令和７年４月から運用を開

始しますことから、一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例について、関係する部

分を改めるものでございます。 

白馬リサイクルプラザの管理運営につきましては、白馬リサイクルセンターと一体的に行

うことを基本としております。 
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内容につきましては、お配りしてあります、議案説明資料９ページの議案第２号説明資

料、新旧対照表を併せてご覧ください。第１条、第３条、第４条及び第７条は、処理施設に

「等」を加えるなどの字句の改正でございます。 

第２条では、名称及び位置に白馬リサイクルプラザ、白馬村大字北城９３０５番地８を追

加し、表を改めるものでございます。なお、リサイクルイベントなどの開催を休日等に行う

場合や、使用時間外に講習会や会議を行うなどの必要が生じた場合は、第７条における広域

連合長の特別許可を受けることにより対応したいと考えております。 

施行期日は、本年４月１日としております。 

なお、本条例の改正と合わせまして、議案説明資料１１ページの議案第２号参考資料のと

おり、北アルプス広域連合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

改正を行い、第２条の表中に白馬リサイクルプラザを加え、使用時間を午前９時から午後３

時まで、休業日として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を定めております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２号は、総務常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第３号「北アルプス広域連合認知症対応型共同生活介護施設設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例制定について」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第３号「北アルプス広域連合認知症

対応型共同生活介護施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定」につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。 

ひだまりの家の利用料につきましては、令和元年以降改定を行っておらず据え置いてまい

りましたが、近年の経済情勢の変化により、食材料等の物価高騰や人件費をはじめとする管

理費用が増加しており、利用料の見直しが必要となったため、管内の民間グループホームの

利用料を調査いたしました。その結果、民間の利用料の月額平均１０万２７８円に対し、ひ

だまりの家は８万２００円と約２万円の乖離があったことなどから、民間の利用料を参考に

改定をするものでございます。 

改定額につきましては、他の施設と比較して低い水準となっている食材料費と施設使用料

を見直し、平均的な水準となっている光熱水費、燃料代は据え置きとし、利用料を月額で９

万円とするものでございます。 

議案説明資料１２ページ、議案第３号説明資料の新旧対照表をご覧ください。 

別表中、施設利用料の月額２万７,５００円を３万２,５００円に、食材料費の日額９９０

円を１,１５０円に改めるものでございます。 

附則の１として、施行期日は令和７年６月１日からとし、２として経過措置を規定するも

のでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 
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○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） ２種類の増額改定なんですが、増収額は、それぞれ幾らになる予想なの

か説明してください。 

○議長（二條孝夫君） 鹿島荘所長。 

○鹿島荘所長（上野法之君） 改定後の増収額についてお答えをいたします。 

施設の利用料でございますけれども、７年度は６月からの改定となりますので、１人５千

円の増額で、９人の入所者ですので１０カ月分で４５万円の増収になります。また、食材料

費につきましては４３万２千円ほどの増額とはなりますけれども、食材料費はいただいた分

が歳出の賄材料費に充てられる部分でございますので、ここは収入が増えた分、歳出も同様

に増えるので実質増収とはなりません。実際に増えるのは施設使用料の４５万円ということ

になります。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

ここで１１時１５分まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１５分 

○議長（二條孝夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第４の議事を継続いたします。 

次に、議案第４号「令和６年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第５号）」を議題

として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第４号「令和６年度北アルプス広域

連合一般会計補正予算（第５号）」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ６９５万４千円を減額し、総額

を２５億３,５４２万６千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。款１項１目１市町村負担金８５６万３千円の

減は、情報化推進費をはじめとする各事業の実績見込みによるものでございます。 

款２項２目２衛生手数料１００万円の増は、北アルプスエコパークにおけるごみ焼却手数

料の実績見込みによるもの、款３項１目１循環型社会形成推進交付金１８２万４千円の減

は、ごみ処理広域化推進事業の実績見込みによるものでございます。次の、項２目１、  

６２万４千円の増、また、款４項１目１、３１万２千円の増につきましては、いずれも低所
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得者に対する介護保険料軽減に係る負担金で、国・県負担分の交付決定によるものでござい

ます。 

款３項２目２緊急消防援助隊活動費負担金１０２万１千円の増は、令和６年能登半島地震

の際に派遣した災害援助活動によるものでございます。款８項１目１雑入４７万６千円の増

は、節４衛生費雑入で資源物売り払い収入が主なものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１議会費１万５千円の増は、節８旅費において、臨時で行われた議会全員協議

会等における議員に対する費用弁償を追加するものでございます。 

款２項１目３情報化推進費２３３万５千円の減は、節１３使用料及び賃借料で、戸籍情報

システムにおいてシステム改修を行った際、不要となるサーバー機器等のリース物件を整理

したことにより、リース料が減となったものでございます。 

款３項１目３低所得者保険料軽減事業費１４３万４千円の増は、本年度分の実績見込みに

伴うものであり、介護保険事業特別会計に繰り出すものでございます。 

款４項１目２ごみ処理広域化推進費５４７万４千円の減は、節１２委託料で、大町市グリ

ーンパーク第３期工事に係る、生活環境影響調査業務及び基本設計業務の実績見込みにより

減額するもの、目３廃棄物処理費１４０万円の減は、節１０需用費では、実績見込みによる

消耗品費及び光熱水費の減、節１１役務費は、証紙売りさばき手数料の実績見込みによる増

でございます。目４リサイクル推進費１５８万円の減は、節１０需用費では、実績見込みに

よる消耗品費及び修繕料の減、節１１役務費は、白馬リサイクルプラザにおける通信機器設

置に伴う通信運搬費の増、節１２委託料は、資源物受入業務委託の実績見込みによる減でご

ざいます。 

１２ページ、１３ページをご覧ください。節１３使用料及び賃借料は、白馬リサイクルセ

ンターのコピー機の故障に伴い、更新を行うための費用でございます。款９予備費２３８万

６千円の増は、歳入歳出の調整でございます。１４ページは、補正予算に伴う市町村負担金

一覧表でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第４号は、各常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第５号「令和６年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予

算（第４号）」を議題として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第５号「令和６年度北アルプス広域

連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第４号）」について、提案理由の説明を申し

上げます。 

議案１ページをご覧ください。 
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第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ、６６５万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を２億７,７３４万４千円とするものでございます。今回の補正は、運営実績見

込みにより補正を行うものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１項１目１入所療養介護収入につきましては、契約入所者が１２月末時点で、昨年同時

期と比較いたしますと、２９６名少ない９,８６５名となりましたが、平均単価の上昇があ

り２３０万円を増額するものでございます。 

款１項２目１短期入所者介護費収入につきましては、新型コロナウイルス感染症のクラス

ター発生と、昨年１０月から４２床へ定員減に伴うベッドコントロールを行い、短期入所利

用者が減少したことから２８０万円を減額するものでございます。 

第１項２目２通所リハビリテーション費収入につきましては、通所リハビリテーションの

利用者の増加により３２５万円を増額するものでございます。 

款１項３目１施設利用料収入につきましては、サービス利用者に関わる窓口負担金を、利

用者の実績見込みにより２５０万円増額するものでございます。 

款１項４目１特定入所者介護サービス費収入につきましては、補足給付対象者の増加に伴

い１４０万円を増額するものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１節１０需用費につきましては、消耗品費では、クラスター対応の衛生製品と

施設車両のタイヤ購入により増額するもの、修繕料では、施設修繕箇所の増加に伴うもの、

燃料費、光熱水費では、実績見込みによる減額、賄材料費、医薬材料費の減は、施設規模の

縮小によるもので、全体で１３４万円を減額するものでございます。 

節１１役務費１７万６千円の増につきましては、主に値上がりした郵便料金によるもので

ございます。節１２委託料７５０万円の増につきましては、大町病院に対する施設運営業務

委託料の人勧分などの増加に伴うものが主なものでございます。 

款２予備費６万円の増につきましては、歳入歳出の調整でございます。 

以上、主な内容につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） ５点ほど質問したいと思います。 

１点目は、今若干説明がありましたけども、療養介護費収入６６５万円の増額です。中で

も通所リハビリテーションの収入が伸びていますけれども、今の説明のほかに背景を含めて

説明をいただきたいと思います。 

２番目はですね、施設運営委託料７５０万円の増がありますけども、若干今説明ありまし

たけど、本年度は既に１０ヶ月が経過した時期で、残り２カ月を切った状態であります。昨

年度末に大町病院との連携不足による１,１５０万円の増額補正を後出しした経過がありま

すけども、本年度は、大町病院との連携調整がどのように図れているのか改めて説明いただ

きたいと思います。 

３番目です。昨年１０月からスタッフが３名定員減となっていますけども、実際には現場

の職員の負担増や負荷が大きくなっているんじゃないかというように推測します。これにつ
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いて、どのような状況か説明してください。また、現場職員のモチベーションというのは低

下してないのかどうか、その点についても説明をいただきたいと思います。 

４点目、昨年度、感染症を原因とした利用制限がありましたけども、本年度は感染症の影

響はどのようになっているのか、改めて説明いただきたいと思います。 

最後５番目ですけど、現在の基金の残高を説明いただきたいと思います。 

○議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） はい、そうしましたら質疑にご回答いたします。 

まず１つ目でございます。利用実績が伸びまして、収入が想定よりも増加することが見込

まれることから、増額補正とさせていただきました。通所リハビリの増加の要因といたしま

しては、平均して６５％程度の稼働となっておりまして、各自のスタッフが業務改善や経営

効率、また、利用者の安全を意識し介護に当たってくれていることが、収入増に影響してい

るものと考えております。 

続きまして２つ目でございます。委託料の関係ですが、当初予算計上をさせていただいた

金額に対しましては、第１、第２四半期の支払い実績と、現員現給による第３、第４四半期

の想定額を再計算した額とさせていただいております。令和６年１０月より看護師１名減で

ございますけども、人勧及び会計年度職員の期末手当等の増額分を細かく足しあげたとこ

ろ、補正が必要になったというところでございます。 

本年度は、委託先である大町病院と連携させていただきまして、定期的に連絡を取らせて

いただいておりまして、適正な期間内に請求をいただけるようにお願いをさせていただいて

おり、第３期につきましても既に請求書が届いているところでございます。 

３つ目でございます。スタッフが減となったということでございますが、１０月より入所

定員を４２床に縮小したことから、介護員２名、看護師１名、計３名が少なくなっておりま

す。虹の家は平成９年の開所以来、初の体制の変更ということで、職員もこれまでと勝手が

異なることが多いということから、これまでにない負担感があるということも聞いておりま

す。施設においても現体制に早く慣れ、円滑に業務が回るように現在も試行錯誤を繰り返し

ており、業務改善に対する会議報告を逐次受ける中で、事務所といたしましては、相談にい

つでも乗れる体制であること、また、現場の状況については逐次、正副連合長会議等へ報告

をしていることも伝え、課題を全体で共有させていただいているということでございます。

職員会議におきまして、施設の存続に対する協議がされている中ではありますが、利用者に

対しては、誠心誠意ケアを行っていこうと呼びかけあっているということを聞いておりま

す。施設全体として一定のモチベーションは保たれていると考えております。 

４つ目でございます。今年度の感染症の影響につきましてですが、８月下旬から１０月中

旬にコロナ陽性者が発生してしまいまして、通所及び入所利用者への影響がございました。

５０床運営ですと、８月の平均稼働は４９.１に対しまして９月は４２.３と低下を余儀なく

されたということでございます。また、感染症は落ち着いたのですが、休止などにより一部

予約の取り消しなどしたことから、４２床への規模縮小した１０月につきましても、うまく

入退所のコントロールがいかなかった部分がございまして、３６.６床と落ち込みました。

１月は４１.５と稼働を持ち直しているところでございます。 

最後５つ目でございます。基金の残高でございますが、出納整理期間末残高５１５万９千

円でございましたが、現在も残高は同額でございます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 
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○７番（大和幸久君） 大町病院の施設運営委託料７５０万ですけれども、ちょっと今の説明で

は、なぜ７５０万に、また増額になったのか、ちょっと理解しかねる説明だと思います。 

昨年も１,１５０万ほど増額で問題になったんですけども、その教訓をどう生かされてる

のか、それから７５０万円の増額というのはどんな理由で増額になったのか、改めて説明い

ただきたいと思います。 

○議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） はい、お答えいたします。 

７５０万円の根拠でございますけども、当初で１億１,２００万円でございました。  

１期、２期の合計が約６千万円弱でございまして、３期、４期につきましても２倍にすると

１億２千万円程度になるのですが、その中で看護師が１名減っているけども、人勧と手当で

増額するっていう部分で、そこを見込まして、当初１億１,２００万円でしたので７５０万

円を増額して１億２千万円程度でという数字と、今のそれぞれの給与表に対して、人勧分相

当の金額を細かく足しあげたところ１億２千万弱という数字が出ましたので、７５０万円の

補正ということにさせていただいているところでございます。 

遅れないようにですね、病院とは定期的にメールですとか、電話ですとかをさせていただ

いて、請求の方をしっかりしていただけるようにお話しをさせていただいているところでご

ざいます。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第５号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第６号「令和６年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）」を議題として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第６号「令和６年度北アルプス広域

連合介護保険事業特別会計補正予算（第４号）」について、提案理由をご説明申し上げま

す。 

今回の補正は、令和６年度介護給付費等の実績見込みによる歳出の補正に伴う、国庫、県

費及び支払基金交付金等の歳入補正が主な内容となっております。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,４４５万５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ７３億３,５３５万８千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１項１目１第１号被保険者保険料は、節１現年度分特別徴収保険料１,６０６万５千円

の増、節２現年度分普通徴収保険料７３３万３千円の増は、ともに収納実績見込みによるも

のでございます。 
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款５支払基金交付金４２２万９千円の増、款６県支出金３４３万２千円の増につきまして

は、歳出での介護保険給付費、地域支援事業費等の実績見込みに伴うものでございます。 

款４項２目６保険者努力支援交付金１１６万円の減、及び目７保険者機能強化推進交付金

３４０万１千円の減につきましては、介護予防や重度化防止に係る保険者の取り組みに対す

る補助金であり、令和６年度の交付決定により減額をするものでございます。 

１０ページ、１１ページをご覧ください。款８項１目１低所得者保険料軽減繰入金１４３

万４千円の増は、公費による保険料軽減負担分を一般会計から繰り入れるもので、令和６年

度の国庫負担分等の交付決定による現年度分の減額及び令和５年度分負担金の精算に伴い増

額をするものでございます。項２目１介護保険給付準備基金繰入金１,６２５万円の減は、

介護保険料収入の増に伴い給付準備基金の取り崩し額を減額するものでございます。 

１２ページ、１３ページの歳出をご覧ください。款２保険給付費は、全体で１,０１７万

円の増額を行うものでございます。主なものとしましては、款２項１目３地域密着型介護サ

ービス給付費２,８８０万円の減、１４、１５ページの款２項１目５施設介護サービス給付

費５,１３８万５千円の増、１６、１７ページの款２項２目１介護予防サービス給付費  

８０４万５千円の増、２２、２３ページの款２項６目１特定入所者介護サービス費   

２,３４０万円の減は、いずれも給付実績見込みによるものでございます。 

２４、２５ページの款４地域支援事業費は全体で５４９万４千円の増額を行うもので、項

１目１訪問通所型サービス・一般介護予防事業費５４９万４千円の増は、給付実績見込みに

基づくものでございます。 

なお、今回の款２保険給付費及び款４地域支援事業費の歳出において、補正額がゼロの科

目が複数ございますが、これは、歳入における介護保険料の増及び給付準備基金の取り崩し

額の減に伴い、財源内訳を変更するものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第６号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第７号「令和６年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算

（第４号）」を議題として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第７号「令和６年度北アルプス広域

連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第４号）」について、提案理由の説明を申し上

げます。 

今回の補正は、鹿島荘送迎車両に係る備品購入費の補正が主なものであり、歳出予算のみ

の補正で予算の総額に変更はございません。 

６ページ、７ページをご覧ください。款１項１目１管理費、節１７備品購入費２２８万２

千円の減は、今年度購入予定の鹿島荘の送迎用軽自動車は、車両の発注から納品までの調達

に要する期間が年度をまたぐため、 １１月議会において債務負担行為補正の議決をいただ

きましたことから、今年度の支出が見込まれない車両購入費２３６万５千円を減額するもの
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でございます。また、センサーマットにつきましては、利用者の高齢化に伴い歩行等が不安

定な方や認知症の進行により、ナースコールの適切な利用が困難な方が増加しているため、

事故防止のためセンサーマット２台を追加購入する費用として８万３千円を増額するもので

ございます。 

款３予備費２２８万２千円の増は、歳入歳出の調整でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第７号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第８号「令和７年度北アルプス広域連合一般会計予算」を議題として、提案理

由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第８号「令和７年度北アルプス広域

連合一般会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３億４,１２３万８千円とする

ものでございます。 

４ページの第２表、債務負担行為をご覧ください。３事業を計上してございます。 

１つは追加分として、一般廃棄物処理施設北アルプスエコパーク長期包括運営管理業務で

ございます。本業務は、令和４年１１月に、期間を令和５年度から令和１４年度までの１０

年間、限度額を４７億３,６００万円として債務負担行為を行ったものでございますが、契

約事業者との物価スライド協議により、令和７年度以降分の委託料の増額分について限度額

を増額するものでございます。 

新規分としては、大町市グリーンパーク第３期建設工事とそれに係る施行監理業務でござ

います。期間は令和７年度から令和８度の２年間で、限度額を建設工事６億５,１００万

円、施行監理業務を９３０万円とするものでございます。 

次に、５ページの第３表、地方債をご覧ください。緊急防災・減災事業債は、消防業務に

おけるデジタル無線回線制御装置整備及び県防災行政無線更新整備に充てるもの、施設整備

事業・一般財源化分は、水槽付消防ポンプ自動車更新整備に充てるものでございます。 

次に、６ページの歳入歳出予算事項別明細書の最下段をご覧ください。令和７年度予算

は、前年度と比較し１億１,６２８万９千円の減となっております。 

１０、１１ページの歳入をご覧ください。款１項１目１市町村負担金２０億８,４２０万

６千円は、広域連合の経常費、廃棄物処理費、常備消防費などが主なものでございます。 

目２他団体負担金１４１万円は、北アルプス市町村会館内に事務所を有する４団体からの

光熱水費等に係る負担金でございます。 

款２使用料及び手数料では、項２目２衛生手数料７,７００万円が主なものであり、収入

証紙販売代金及びごみ焼却手数料でございます。款３国庫支出金、項１目１循環型社会形成

推進交付金２,０４８万３千円は、大町市グリーンパーク第３期建設事業によるものでござ
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います。項２目１低所得者保険料軽減負担金２,９５９万２千円、また、１２、１３ページ

の款４県支出金、項１目１低所得者保険料軽減負担金１,４７９万６千円は、介護保険料の

所得階層における第１段階から第３段階までの、低所得者の保険料軽減分に対する公費負担

として総額５,９１８万６千円を見込み、国がその２分の１を、県及び市町村がそれぞれ４

分の１を負担し、介護保険事業特別会計に繰り出すものでございます。 

款７繰越金１,０５０万円は、前年度からの繰越金、款８項１目１雑入では、節２消防費

雑入、県航空隊派遣職員負担金等の９００万５千円が主なものでございます。 

款９連合債は、第３表で説明させていただいたとおりでございます。 

１４、１５ページの歳出をご覧ください。款１項１目１議会費６５万円は、定例会４回開

催に伴う費用でございます。款２総務費、項１目１一般管理費１億２４０万７,０００円

は、節１報酬から節４共済費までは、職員６名、会計年度任用職員２名分の人件費が主なも

の、節１８負担金補助及び交付金は、職員派遣費用負担金４名分が主なものでございます。 

１６ページ、１７ページをご覧ください。目２財産管理費５２８万１千円は、北アルプス

市町村会館の管理運営費用であり、光熱水費及び清掃業務委託料などでございます。 

目３情報化推進費１億２,９４０万５千円は、市町村と広域連合が共同利用する業務シス

テムにかかる費用で、保守及びリース料が主なものでございます。 

款３民生費、項１目２障害支援区分認定審査会費１５８万８千円は、審査会運営に係る費

用で、節１報酬の審査会委員５名分の人件費が主なものでございます。 

１８ページ、１９ページをご覧ください。目３低所得者保険料軽減事業費５,９１８万６

千円は、介護保険事業における低所得者の保険料軽減分に対する公費負担分を、介護保険事

業特別会計へ繰り出すものでございます。 

款４衛生費、項１目１葬祭場費２,９４５万６千円では、節１２委託料の葬祭場指定管理

料、節１４工事請負費では、劣化しております主燃・再燃バーナーの耐火材の交換修繕工事

等を行うものでございます。 

目２ごみ処理広域化推進費８,６００万５千円は、節１報酬から節４共済費までは、職員

１名、会計年度任用職員１名分の人件費、節１２委託料は、大町市グリーンパーク第３期工

事の実施設計業務及び施工監理業務等によるものでございます。 

２０、２１ページをご覧ください。節１４工事請負費は、大町市グリーンパーク第３期建

設工事によるもの、節１８負担金補助及び交付金は、職員派遣費用負担金１名分が主なもの

でございます。 

目３廃棄物処理費６億３,２４０万２千円は、廃棄物の処理に要する費用で、節１報酬か

ら節４共済費までは、職員２名、会計年度任用職員１名分の人件費、節１０需用費は、北ア

ルプスエコパークに係る光熱水費と設備修繕料、節１１役務費では、証紙売りさばき手数料

が主なものでございます。節１２委託料は、令和５年度から１０年間の業務であります長期

包括運営管理業務のほか、可燃ごみ受入運搬業務などによるもの、節１３使用料及び賃借料

は、施設用地などの賃借料が主なものでございます。 

目４リサイクル推進費１億７８５万円６千円は、資源物のリサイクルに要する費用で、節

１報酬から節４共済費までは、会計年度任用職員９名分の人件費でございます。 

２２、２３ページをご覧ください。節１０需用費は、資源物回収容器などの消耗品、光熱

水費などの施設の運営費用、節１２委託料は、資源物運搬業務及び資源物処理業務などが主

なものでございます。 
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なお、本年４月からは、新たにプラスチック使用製品廃棄物の分別収集を始めることとし

ており、このことに伴う費用は２,５３０万円の増となっております。 

項２目１保健衛生費３,７５３万７千円は、節１２委託料では、在宅当番医制事業と在宅

歯科当番医制事業を、大北医師会と大北歯科医師会へそれぞれ委託するもの、節１８負担金

補助及び交付金の病院群輪番制病院運営費補助金は、夜間、土曜日、休日の２次救急医療の

診療業務を、あづみ病院と大町総合病院にお願いするものでございます。 

款５項１目１常備消防費９億９,７８９万３千円では、節１報酬から節４共済費までは、

職員９５名、再任用職員３名及び会計年度任用職員３名分の人件費でございます。節１０需

用費、消耗品費は、新規採用職員６名分の貸与品と職員８４名分の被服貸与品、救急、救助

関係消耗品、車両関係及び事務用消耗品等でございます。 

２４、２５ページをご覧ください。節１２委託料は、消防救急デジタル無線設備の保守点

検、職員健康診断等の委託料、節１７備品購入費は、水槽付消防ポンプ自動車の更新及びデ

ジタル無線回線制御装置整備等によるもの、節１８負担金補助及び交付金は、県消防学校入

校負担金等でございます。 

款６項１目１土木事業費２,８１１万６千円では、節１報酬から節４共済費までは、職員

２名、再任用職員１名、会計年度任用職員２名分の人件費が主なものでございます。 

２６、２７ページをご覧ください。款７項１目１他会計繰出金７５６万２千円は、令和３

年度及び５年度に市町村負担金平準化のために繰り入れた、ふるさと市町村圏基金を分割に

より償還するものでございます。 

款８公債費１億５３４万６千円は、消防施設整備事業等により借り入れた起債の元利償還

金でございます。款９予備費１,０５０万円は、一般会計に係る予備費の計上でございま

す。 

２８ページから３４ページまでは給与費明細書、３５ページは市町村負担金の一覧表でご

ざいます。 

以上、主なものについてご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

中村直人議員。 

○４番（中村直人君） すいません、ちょっと聞き逃したところがあったら申し訳ないんです

が、１４、１５ページの役務費、前年との比較を見ますと６９％増となっていますが、これ

はどうしてかということをお聞きしたいのと、それと消防費のですね、２４から２５ページ

の委託料の部分が、こちらは大幅に減額されてまして、５３.８％、去年と比べて減という

ことで、これについても、どういった理由かお聞きしたいと思います。 

○議長（二條孝夫君） 総務係長。 

○総務係長（太田武寿君） はい、一つ目の質問にお答えいたします。 

一般管理費の役務費ですけども、昨年と比較して大きく増加したということでございま

す。内容としましては、役務費の手数料の口座振込手数料が令和６年１０月から１件当たり

１８０円で発生しておりまして、これが通年になりましたものですから、この分が上がった

ものとなってございます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 消防本部総務課長。 



- 23 - 
 

○消防本部総務課長（宮坂明史君） はい、消防費の委託料の大幅な減額に関するご質問に対し

てお答えいたします。 

委託料につきまして主なものについては、ここに記載のデジタル無線保守業務委託のほか

に、高機能指令センターの点検業務委託がございますが、今年度整備をしている高機能消防

指令センターの整備が終わりますので、来年につきましてはその瑕疵担保期間ということで

点検保守委託料がございません、その分の大幅な減額ということでございます。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第８号は、各常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第９号「令和７年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算」

を議題とし提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第９号「令和７年度北アルプス広域

連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,４６３万２千円とするもので

ございます。４ページの歳入歳出予算事項別明細書の最下段をご覧ください。令和７年度予

算は、前年度と比較し１４７万９千円の増となっております。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。款１項１目１利子及び配当金２９０万６千円

は、ふるさと市町村圏基金の利子収入でございます。款２項１目１一般会計繰入金７５６万

２千円は、令和３年度及び５年度に一般会計へ繰り出した基金の償還によるものでございま

す。款３繰越金４１６万４千円は、前年度からの繰越金でございます。 

次に１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。款１項１目１活動事業費３６３万１

千円の主なものは、節１０需用費では、印刷製本費において広域連合広報誌「北アルプス

遊・交・学」を発行するもの、節１３使用料及び賃借料は、広域連合ホームページのサーバ

ー使用料でございます。なお、近年の低金利による基金運用益の減少により、平成３０年度

以降、サーバー使用料を一般会計に付け替えておりましたが、基金の有価証券運用を開始し

たことにより運用益の増加が見込めることから、令和７年度より、従来どおり本会計での計

上に戻すこととしております。 

節１８負担金補助及び交付金では、ふるさと市町村圏事業補助金として、構成市町村の地

域振興イベント実行委員会等への活動補助を行うものでございます。 

目２積立基金費７４９万８千円は、一般会計へ繰り出した基金を、分割により積み戻すも

のでございます。 

款２予備費は、３５０万３千円の計上でございます。 
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以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第９号は、総務常任委員会に付託をいたします。 

ここで昼食のため、１時ちょうどまで休憩といたします。 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後 １時００分 

○議長（二條孝夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

先ほどの、議案第５号の大和議員の質疑に対する答弁について、訂正の申し出があります

ので、発言を許すことといたします。 

介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） はい、訂正いたします。 

先ほど、通所リハビリの本年度の平均稼働を、私、６５％と答えてしまいましたけれども

正確には９５％でございましたので訂正いたします。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） それでは、この件については以上といたします。 

日程第４の議事を継続いたします。 

それでは次に、議案第１０号「令和７年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別

会計予算」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第１０号「令和７年度北アルプス広

域連合介護老人保健施設事業特別会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億６,８８８万５千円とするも

のでございます。 

４ページ、５ページの歳入歳出予算事項別明細書の最下段をご覧ください。令和７年度予

算は、前年度予算より１,３９８万７千円の減となっております。 

前年度と比較して減額となりました理由は、規模縮小による歳入歳出の減少が主なもので

ございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。款１項１目１入所療養介護費収入につきまし

ては、利用者数を延べ１万２,３２０人とし、１億１,５４６万２千円としております。 

款１項２目１短期入所者介護費収入につきましては、要介護利用者数と要支援利用者数を

合わせて、延べ２,７１３人とし、２,７００万５千円としております。 

なお、入所合計では、年間の稼働率を９８％、１日あたり４１.１人を見込んでおりま

す。 

款１項２目２通所リハビリテーション費収入につきましては、昨年度当初予算額と比較し

て、要介護利用者数を１,１７８人少なく、要支援利用者数を３０人多く見込み、延べ  

３,９３６人とし１,２０７万１千円減の４,２４６万円としております。 
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款１項３目１施設利用料収入につきましては、介護保険の自己負担分と実費負担分を合わ

せた窓口負担分として、昨年度当初予算額と比較して９２０万円減の５,３１０万７千円と

しております。款１項４特定入所者介護サービス等費収入につきましては、低所得者に対す

る食費、居住費の負担軽減のための補足給付となりますが、昨年度と同額の２００万３千円

としております。款２項１目１繰越金につきましては、令和６年度からの繰越金として  

１００万円としております。款３項１目１雑入につきましては、要介護認定時の主治医意見

書作成料等で４０万円としております。 

款４項１目１利子及び配当金につきましては、虹の家基金積立金の利子となります。 

１０ページ、１１ページをご覧ください。款６項１目１市町村負担金につきましては、虹

の家の運営費負担金として２,７４４万４千円を計上しております。 

次に１２、１３ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１節２給料から節４共済費までは、広域職員９名分の人件費として７,９６１

万円としております。節１０需用費につきましては、定員減により減額し４,１０７万４千

円としております。節１１役務費につきましても、定員減の影響から減額し３７８万円とし

ております。節１２委託料につきましては、病院職員の人件費となる施設運営業務委託料及

び清掃業務委託料の金額の上昇、廃棄物処理量の増加による産業廃棄物処理委託料、業務時

間の延長と契約金額の上昇により、デイサービス送迎運転業務委託料を増額し、合計で   

１億３,９１６万３千円としております。 

１４，１５ページをご覧ください。節２６公課費につきましては、公用車の車検に伴う自

動車重量税及び消費税分として４万７千円を計上しております。款２予備費につきまして

は、２００万円の計上でございます。 

１６ページから１９ページまでは給与費明細書、２０ページは令和７年度の市町村負担金

の一覧表となっております。 

以上、主な内容につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） はじめに２点ほど質問します。 

１点目ですけども、令和７年度から市町村負担金を新たに財源として２,７４４万４千円

を計上してます。予算見込みよりこれが減益となった場合には、更に市町村負担金を求める

のかどうか説明いただきたいと思います。 

２点目ですが、広域計画の今後の施策と方針についてに掲載されている、今後の施設のあ

り方について、第９期介護保険事業計画期間内に終期を定める方針として検討を進めるとい

う記述がありますが、施設・業務の存続の検討は行っているのかどうか、行わずに終期あり

きということになっているのかどうか、改めて見解を伺います。 

また、併せて施策と方針に、適正な施設の保全に努めるとありますけども、以前、虹の家

の点検等では改善が求められています。施設整備に要する経費が概ね１億円が必要との答弁

がありましたけども、これを行わずに施設の終期を迎えるということなのかどうか、この点

についても見解を伺いたいとお思います。 

○議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） お答えいたします。 
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市町村負担金の２,７４４万４千円につきましては、７年度１年間、今年度同様の通常運

転と申しますか、運営ができた場合の額ということになります。現時点におきましては、第

９期介護保険事業計画期間内に終期を定める方針としている段階でございまして、具体的に

は終期は示されていない中なのですが、今後、事業の整理に向けた協議を始めた場合におき

ましては、利用者の入退所のベッドコントロール等が難しいことも想定されまして、利用者

個人に係るオムツ代ですとか、医療材料費以外の人件費ですとか、光熱水費等、施設運営、

利用者数に関わらない経費の支出はこれまでどおりあるということになりますので、減益等

については、もしそれが確認できましたら、速やかに相談をさせていただきたい旨につきま

しては、正副連合長会議等でお願いをしてきているところでございます。 

続きまして２つ目でございます。広域計画のところでございますが、これまで施設転換で

すとか運営継続についての協議によりまして、事業の採算性が課題であるということから、

財政的な課題については広域連合の正副連合長会議等での報告、また、協議により方向を決

めてきております。現時点で第９期介護保険事業計画期間内に終期を定める方針となってお

りまして、現時点では、何らかの方法での存続の協議ということはされておりません。 

また、ご指摘の施設整備につきましても、こういった方針にのっとりまして、現時点にお

きましては、施設整備は行わないこととなっております。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） 今の答弁を含めて、２点ほど改めて聞きたいと思います。 

１点目ですけども、広域連合、大町病院において介護保険事業計画期間内に終期を定める

と決定した会議が、今まであるかどうか改めて確認しておきたいと思います。また、決定し

ていないとすれば、今後決定する会議というのはどのようなものになるのか説明いただきた

いと思います。 

２点目ですが、以前、５月議会で質問した施設整備を必要とするエレベーターや特殊浴

槽、ボイラー等の更新に約９,７００万円の経費が必要で、財源確保については検討すると

いう答弁がありましたが、その後検討された経過があるのなら具体的に説明してください。 

また、そのときに、公共施設等適正管理推進事業債と特別交付税に関しても精査検討しま

すと答弁がありましたが、これについてはどのような検討をしてきてるのか、併せて説明く

ださい。総務省の令和７年度地方財政計画の公共施設等適正管理推進事業債の項目では、地

方団体が公共施設等総合管理計画等に基づく、公共施設の長寿命化や複数団体による広域的

な集約化、複合化のメニューがあり、特に集約化、複合化に伴う施設の除却も対象に追加さ

れています。特別交付税措置が明記されていることから、仮に施設の終期を迎えた場合の活

用も可能ではないかと考えますけれども、この点についての見解も改めて伺っておきます。 

○議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） お答えいたします。 

大町病院とは、ともに介護保険事業計画期間内に終期を定めるということにつきまして、

会議をこれまで行ってはおりませんけども、遡ること令和４年から内部検討会ですとか、経

営改善委員会等、これまで大町病院と業務改善ですとか施設転換について協議をしてきた結

果、繰り返しになりますが採算性が最終的な課題ということから、財政支援を受けながら運

営継続なのか事業終了なのかについて、財政的な課題に対しまして、正副連合長会議などに

おいて判断をいただきながら、方向性を決めてきているということになります。 
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事務局から、なかなか終期を定める最終判断に供する、判断材料の提示に至っておりませ

んで、具体的な終期については現時点では決まっておりませんけども、決定する会議につい

ては正副連合長会議であると考え、病院とは広域における協議の進捗状況を共有しながら、

意向や意見をいただき、広域の会議へ反映させていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

また、２つ目でございます。施設運営について、市町村負担金に頼る状況であることか

ら、施設整備における財源確保の検討ということはしておりません。ご指摘の公共施設等適

正管理推進事業債につきましても、除却事業を計画に位置づける必要があるということもご

ざいまして、終期に対する活用については基本的に収入が途絶えるという状況になりますの

で、償還の財源も必要となることから、起債についても難しいのではないかと考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

○７番（大和幸久君） ３回目の質問でありますけども、新年度予算審議にあたって介護老人保

健施設から他施設への変更など、組織存続の可能性がある検討というのはされているんでし

ょうか。５月定例会では、虹の家のあり方を広域連合で検討していくことになるとの答弁で

したけども、その後どのような検討がされたのか具体的に説明してください。 

また、具体的な施設の方向性が決まれば職員労働組合等に説明すると答弁していました

が、どのような経過になっているのか改めて説明してください。また、虹の家の職員だけ配

転希望などを聞いているようですけれども、広域連合全体の問題・課題として、施設の収益

だけを考えるのではなくて、持続可能な広域連合の運営や業務に関して根本的な見直しが必

要と考えていますが、この点についても見解を伺いたいと思います。 

○議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） はい、お答えいたします。 

まず１つ目でございます。現時点で老人保健施設から他の施設への転換ですとか変更はご

ざいません。ご指摘の虹の家のあり方の広域連合での検討につきましても、繰り返しとなっ

てしまうんですが、第９期介護保険事業計画期間内に終期を定める方針ということであると

いうことであり、建物利用などにつきましても、これからの協議ということになります。 

それから２つ目でございます。労働組合に対しましては、少し前になってしまうんです

が、４２床への規模縮小及びそれに伴う人事異動が必要であること、また財政的な課題によ

り市町村に負担金を求め運営財源の一部としていくこと、また第９期介護保険事業計画期間

内に終期を定める方針で検討を進めていることについては、説明をさせていただいてきてお

ります。 

今回、虹の家の運営体制の変更に伴うこと以外に、職員から個別の面接の希望の申し出も

ございましたことから、それぞれ個別面接を実施しております。 

鹿島荘、また、ひだまりの家の職員さんにつきましても面接をさせていただいておりまし

て、配置転換のことですとか、資格の取得ですね、そういったことですとか、現状の課題で

すとか夜勤対応の可否ですとか、そういったことにつきましても、聴取をさせていただいて

いるところでございます。 

それから、根本的な見直しが必要ではないかということでございます。虹の家ばかりでは

なくて、養護老人ホーム、また、認知症グループホームの広域所管の３施設についても、そ

れぞれ課題がございます。 
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今後、セーフティーネットとして公的に行う福祉施設のあり方や必要性については、早急

に検討が必要であると考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第１０号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第１１号「令和７年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算」を議題

とし提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第１１号「令和７年度北アルプス広

域連合介護保険事業特別会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７３億４,３２０万５千円と定め

るものでございます。 

４ページの歳入歳出予算事項別明細書の最下段をご覧ください。令和７年度予算は、前年

度と比較し１億２,３７２万９千円の減となっております。 

８、９ページの歳入をご覧ください。款１項１目１第１号被保険者保険料       

１３億６,７０９万４千円は、６５歳以上の方の保険料であり、節１現年度分特別徴収は、

年金の年額が１８万円以上の年金受給者からの天引きにより納めていただく保険料で、節２

現年度分普通徴収は、年金の年額が１８万円未満の方や年度途中で６５歳に到達される方が

対象となり、納付書や口座振替等によって納めていただく保険料でございます。 

節３滞納繰越分は、収納率を９％と見込み計上しております。 

款２項１目１市町村負担金１１億４,２７９万５千円は、前年比８.９の増、款４国庫支出

金、１０、１１ページの款５支払基金交付金、款６県支出金の項１目１介護給付費負担金ま

では、保険給付に係る法定負担分が主な内容でございます。 

款６項２目１介護保険事業費補助金１３１万２千円は、利用者負担軽減対策費に対する補

助金、目２地域支援事業交付金２,３８７万円は、介護予防日常生活支援総合事業に関わる

もの、目３地域支援事業交付金３,７６１万６千円は、地域包括支援センターの運営及び任

意事業に係る交付金をそれぞれ見込んでおります。 

款８繰入金のうち、項１一般会計繰入金５,９１８万５千円は、低所得者保険料軽減分を

一般会計から繰り入れるものであり、１２、１３ページの項２介護保険給付準備基金繰入金

は６,３４４万７千円を基金から繰り入れるものでございます。 

１４、１５ページからの歳出をご覧ください。款１項１目１一般管理費１億６,５３７万

３千円は、職員７名分の人件費のほか、節１２委託料の主なものは、介護保険システムのハ

ードソフト保守委託料、介護保険業務委託料及び令和７年度第４四半期に移行する介護保険
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システム標準化に伴う委託料、節１７備品購入費は、公用車の更新を行うものでございま

す。節１８負担金補助及び交付金は、職員１名分の派遣費用負担金などでございます。 

款１項２目１賦課徴収費６４７万９千円は、介護保険料賦課徴収における納付書等の発送

に伴う印刷製本費及び通信運搬費でございます。 

１６、１７ページをご覧ください。款１項３目１介護認定審査会費１,５６８万４千円の

うち、節１報酬は、認定審査会の委員報酬及び審査会運営に係る会計年度任用職員の報酬で

ございます。 

款１項３目２認定調査等費４,１７５万９千円の主なものは、節１介護認定調査に係る会

計年度任用職員６名分の報酬、節１１役務費の手数料は、認定審査に係る主治医意見書 

３,５００件分の作成手数料などでございます。 

款１項４目１趣旨普及費２０８万６千円の主なものは、節１０需用費のうち、印刷製本費

では、年２回発行の広報誌「井戸端かいご」の発行及び第９期介護保険事業計画期間に合わ

せて作成しました総合情報誌「北アルプスの介護保険」の増刷等を行うものでございます。 

１８、１９ページをご覧ください。款１項６目１特別対策事業費１,７７８万６千円は、

利用者負担軽減のための費用であり、主なものは、節１８負担金補助及び交付金における社

会福祉法人等が行う利用者負担軽減に対する助成及び、節１９扶助費でのグループホーム家

賃相当額に対する利用者支援などでございます。 

款２保険給付費では、利用者数等のサービス見込み量について、第９期介護保険事業計画

の見込みによりそれぞれ予算計上してございます。款２項１介護サービス等諸費は、要介護

１から５に認定された方のサービス利用に対する給付であり、６１億９,６４１万円となっ

ております。款２項１目１居宅介護サービス給付費２２億２,８７４万円は、主に在宅で利

用する介護サービスに係る給付でございます。 

２０、２１ページをご覧ください。款２項１目３地域密着型介護サービス給付費は、  

１０億６,７６０万円となっております。 

２２、２３ページをご覧ください。款２項１目５施設介護サービス給付費       

２５億７,４８３万２千円は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護保険施設利

用に対する給付でございます。 

２４，２５ページをご覧ください。款２項２介護予防サービス等諸費１億３,４２１万２

千円は、前年度とほぼ同額となっております。主なものは、目１介護予防サービス給付費

８,８６９万円で、要支援１、２と認定された方の訪問看護などの在宅サービスに係る給付

でございます。 

３０、３１ページをご覧ください。款２項４高額介護サービス等費１億３,１７２万３千

円は、介護サービス利用時の自己負担額が一定の額を超えた場合、その超えた額について給

付するものでございます。 

３４、３５ページをご覧ください。款２項６特定入所者介護サービス等費１億７,８１１

万円は、低所得施設利用者の食費及び居住費に対する補足給付でございます。 

３６、３７ページをご覧ください。款３項１目１給付準備基金積立金１,７２８万９千円

は、基金利子等の積み立てございます。款４地域支援事業費３億９,２０４万９千円は、事

業対象者等が利用した事業に対する費用であり、前年度比３.４％の増でございます。 

款４項１介護予防・日常生活支援総合事業費１億９,０４０万５千円は、関係市町村に事

務委託しております一般介護予防事業に関わる費用のほか、訪問型・通所型サービスの利用

に係る費用が主なものでございます。 
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３８、３９ページをご覧ください。款４項２包括的支援事業・任意事業費１億９,５４０

万５千円は、包括的支援事業・任意事業を関係市町村への委託等により実施するもの、ま

た、介護サービス相談員事業、給付適正化事業等を実施するものでございます。 

４０、４１ページをご覧ください。款４項２目３社会保障充実事業費５,５７３万１千円

は、生活支援体制整備事業、認知症初期集中支援チーム事業等を関係市町村への委託等によ

り実施するものでございます。 

４２、４３ページをご覧ください。款４項６目１生活支援体制整備費５６８万８千円は、

保険者機能強化推進交付金を主な財源とし、自立支援・重度化防止等を目的とした事業を市

町村に委託するものでございます。 

４４ページから５０ページまでは給与費明細書、５１ページは市町村負担金の一覧表でご

ざいます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

栗林陽一議員。 

○５番（栗林陽一君） １８ページのところで、居宅介護サービス給付費の事なんですが、これ

が本年度は２７６万円減ということなんですが、ほかの給付費は増えてるんですが、これだ

け減ってる理由とその影響は何か、お聞きしたいと思います。 

○議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（荒井賢治君） お答えいたします。 

サービス利用者を推測して計算させていただく中で、その伸び率を掛けさせていただいた

結果がこういった数字になったということでございます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） 栗林陽一議員。 

○５番（栗林陽一君） はい、利用者の数ということなんですけど、全体的には増えてるわけで

すが、居宅介護サービスが減るっていうのはどういうことなんでしょうか。 

○議長（二條孝夫君） 介護保険係長。 

○介護保険係長（蒔苗剛君） ただいまの質問にお答えいたします。 

なぜ、７年度については減ってしまったかという話しなんですけども、課長の方から答弁

がありましたように、一つ一つですね、居宅介護サービス給付費につきましては、ヘルパー

さんですとか、デイサービスですとか、あと短期入所ですとか、福祉用具などの各サービス

科目があるんですけれども、それにつきまして、ただいま課長が申し上げましたとおり、何

人使うというような予測をまず立てます。 

何人が使うかという予測を立てた後に、例えば、デイサービスセンターの利用などです

と、要介護度によって単価が変わってまいりますので、そういったものを乗じていく、あと

は、いわゆる６年度から７年に移る際の給付費の見込み額というのをすべて乗じて計算して

おりますので、予算説明資料の方にはその根拠も示してございますが、そういった格好で何

人使う、どういった介護度の方がどういったサービスを何人に使うというようなものに応じ

て計算した結果が、減るっていうような格好になったというものでございます。 

以上です。 

○議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第１１号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第１２号「令和７年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計予算」

を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

［事務局長（戸谷靖君）登壇］ 

○事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第１２号「令和７年度北アルプス広

域連合老人福祉施設等事業特別会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を２億３,３４６万６千円と定めるものでご

ざいます。 

４ページの歳入歳出予算事項別明細書の最下段をご覧ください。令和７年度予算は、前年

と比べまして２,８０１万５千円、１３.６％の増となっております。 

８ページ、９ページをご覧ください。款１項１目１市町村負担金では、運営費負担金を

５,４４９万２千円とするものでございます。前年度と比較しまして１,３７３万６千円の増

となっておりますが、主な要因は人件費の増が主なものでございます。目２の鹿島荘事業負

担金１億２,０９４万９千円は、老人保護措置費負担金を措置者数の実績を基に、４３人を

見込み１億１,１７７万３千円とし、短期宿泊事業は平均４.０人の９１７万６千円を見込ん

でおります。 

款２項１目１ひだまりの収入２,５２７万８千円は、入所者９人分の介護保険給付費、目

２ひだまりの家施設利用収入は１,２４０万２千円で、介護保険の自己負担分、施設利用

料、光熱水費、燃料代、食材料費でございます。 

款４項１目１鹿島荘繰越金は８１７万２千円、目２ひだまりの家繰越金１００万円は、前

年度からの繰越金を見込んでおります。 

款５項１目２ひだまりの家事業基金繰入金は、運営費の不足分として７９９万２千円を繰

り入れるものでございます。款６項１目１鹿島荘雑入は、落雷被害による電話交換機の建物

災害共済金２２０万円が主なものでございます。 

次に１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。款１項１目１管理費１億４,１２４

万７千円は、節１報酬から節４共済費までの人件費では、嘱託医師と会計年度任用職員１４

名分、所長１名分、職員９名分でございます。節１０需用費、節１１役務費は、前年とほぼ

同額ですが、節１２委託料の主なものは、清掃業務委託料、給食調理補助業務委託料、職員

派遣委託料などでございます。節１４工事請負費では、落雷被害により電話交換機の基盤が

損傷し通話できなくなった回線があるため、電話設備更新工事として４４０万円を計上して

おります。節１７備品購入費は、令和６年度に予定した送迎用軽自動車の納期が年度をまた

ぐため、債務負担行為による令和７年度再計上分が主なものでございます。目２生活費 

４,２４４万９千円は、入所者と生活短期宿泊事業入所者の日常生活に関わる費用でござい

ます。主なものは、節１０需用費では、介護が必要な入所者のオムツ等の消耗品費、燃料費
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の灯油代、１２ページ、１３ページになりますが、光熱水費の電気料などや賄材料費でござ

います。節１９扶助費は、入院患者の日用品のほか介護保険サービス利用に関わる費用など

でございます。 

項２目１ひだまりの家管理費４,６３７万円は、節１報酬から節４共済費までの人件費で

は、会計年度任用職員１０名分と再任用職員１名分でございます。 

その他は、入所者９人分の日常生活費、施設の維持管理経費で主なものは、節１０需用費

の燃料費、光熱水費でございます。節１２委託料は訪問看護委託料、職員健康診断委託料な

どでございます。 

１４、１５ページをご覧ください。款３予備費は、鹿島荘予備費として２５０万円、ひだ

まりの家予備費として９０万円を計上しております。 

１６ページから２２ページまでは給与費明細書、２３ページは市町村負担金一覧表となっ

ております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております第１２号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

本日は、これにて散会といたします。 

 

 

閉会 午後１時３９分 
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令和７年北アルプス広域連合議会２月定例会会議録（３日目） 

 

令和７年２月１４日 

開会 午前１０時００分 

 

○議長（二條孝夫君） おはようございます。 

ただいまから、令和７年北アルプス広域連合議会２月定例会、本日の会議を開きます。 

本日の出席議員は、１８名全員であります。 

よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

続いて、理事者等の欠席、遅参等については、事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

○事務局長（戸谷靖君） 報告いたします。 

連合長、副連合長は全員出席をしております。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） ここで、２月１２日の本会議での議案第２号の提案理由説明の発言につ

いて、行政側から訂正の申し出がありますので、これを許すことといたします。 

事務局長。 

○事務局長（戸谷靖君） 一昨日に行われました本会議におきまして、議案第２号「北アルプス

広域連合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定」につ

きまして、提案理由に一部誤りがございましたので訂正をお願いしたいと存じます。 

白馬リサイクルプラザの使用に関しましては、リサイクルイベントなどを休日に行う場合

や、使用時間外に講習会や会議を行うなどの必要が生じた場合、その際の提案説明では、条

例第７条における広域連合長の許可を受けることにより対応したいというふうに提案説明を

申し上げましたが、誤っておりまして、正しくは施行規則の第２条のただし書きの規定によ

って、広域連合長が必要と認めた場合として対応したいとする誤りでございましたので、お

詫びを申し上げまして、訂正をさせていただきたいと存じます。 

以上でございます。 

○議長（二條孝夫君） この件については、以上といたします。 

 

日程第１ 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決 

○議長（二條孝夫君） 日程第１「常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決」を行います。 

まず、議案第１号について、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

［総務常任委員長（太田伸子君）登壇］ 

○総務常任委員長（太田伸子君） 議案第１号「北アルプス広域連合広域計画の変更について」、

審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、社人研による圏域の将来人口の推計を記載しているが、実際は推計より

も人口減少のスピードは速いと思うが、計画期間中に人口推計を見直す予定はあるのかとの

質疑があり、行政側からは、第６次計画を策定する上で、社人研による人口推計と高齢化率

を図にしているが、人口減少下の状況にあって単独の自治体では賄えない行政ニーズが見込

まれる中で、広域連合が行う事務事業の今後の５年間の各事業の施策と方針を定める一つの

指標として表記している。個別の計画、例えば、介護保険事業計画の作成にあたっては、今後
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２、３年後に将来人口の推計を独自に見直す機会がありますが、圏域全体に関わる人口推計

を、本計画期間中において見直す予定はないとの答弁がありました。続いて委員から、今後、

人口推計を見直す際には、人口推計の基礎数値など最新の情報を共有して欲しいとの意見が

ありました。 

また、別の委員からは、５年間の計画でありながら、方針と施策において検討するという

文言が多く見受けられる。具体的な課題に対して、より具体的な目標や目的に対する施策を

明記して欲しいとの意見がありました。行政側からは、検討するとの文言の使い方について

は反省する点であり、次期計画の策定にあたっては、計画期間中における施策の目標など、

より具体的に表記していきたいとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第１号について、総務常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方の挙手

を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 

よって、議案第１号「北アルプス広域連合広域計画の変更について」は、総務常任委員長報

告のとおり可決されました。 

次に、議案第２号について、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

［総務常任委員長（太田伸子君）登壇］ 

○総務常任委員長（太田伸子君） 議案第２号「北アルプス広域連合一般廃棄物処理施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について」、審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、白馬リサイクルプラザの利用時間は午前９時から午後３時としているが、

この時間帯以外の利用希望があった場合は、どのように対応するのかとの質疑があり、行政

側からは、白馬リサイクルプラザの利用時間については、北アルプス広域連合一般廃棄物処

理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の改正において利用時間を定めており、会議や

イベント等で利用時間外に施設の利用希望が住民からあった場合には、施行規則の第２条の

ただし書きにおいて、広域連合長が必要と認めたときは、休業日を変更し、臨時に開業でき

る規定となっているとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 
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総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第２号について、総務常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方の挙手

を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第２号「北アルプス広域連合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例制定について」は、総務常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３号について、福祉常任委員長の報告を求めます。 

福祉常任委員長。 

［福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇］ 

○福祉常任委員長（大和田耕一君） 当委員会に付託されました、議案第３号「北アルプス広域

連合認知症対応型共同生活介護施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」、審査の概要を報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 福祉常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第３号について、福祉常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方の挙手

を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第３号「北アルプス広域連合認知症対応型共同生活介護施設設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例制定について」は、福祉常任委員長報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第４号について、各常任委員長の報告を求めます。 

はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

［総務常任委員長（太田伸子君）登壇］ 

○総務常任委員長（太田伸子君） 議案第４号「令和６年度北アルプス広域連合一般会計補正予
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算（第５号）」のうち当委員会に付託されました部分について、審査の概要を報告いたしま

す。 

審査中委員から、歳入の衛生手数料１００万円の増額と、歳出のごみ処理広域化推進費の

委託料５４７万４千円、廃棄物処理費１４０万円の、それぞれの主な減額理由は何かとの質

疑があり、行政側からは、衛生手数料１００万円の増は、本年度は事業系ごみの直接搬入が

４.６％増加したこと、また、ごみ処理広域化推進費の委託料の減額は、入札差金によるもの、

廃棄物処理費１４０万円の減額は、エコパークの電気料について、電力会社が常時監視する

３０分ごとの平均電力の最大値のデマンド値が基本料金に反映され、本年度は昨年度よりも

４.５％、約１６キロワット低いデマンド値という状況から、見込みにより予算を減額したも

のであるとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 次に、福祉常任委員長の報告を求めます。 

福祉常任委員長。 

［福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇］ 

○福祉常任委員長（大和田耕一君） 当委員会に付託されました議案第４号「令和６年度北アル

プス広域連合一般会計補正予算（第５号）」のうち当委員会に付託された部分について、審

査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、低所得者保険料軽減事業についての補正は例年と同様かとの質疑があり、

行政側から、国庫と県費については現年度分と過年度分とに分かれるが、保険料第１から第

３階層の人数に応じて、いったん概算払いがあり、翌年度に精算されるということでは例年

どおりであるとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 各常任委員長の報告は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

議案第４号について、まず、総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第４号について、各常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第４号「令和６年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第５号）」は、各

常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第５号、議案第６号及び議案第７号について、福祉常任委員長の報告を求めま
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す。 

福祉常任委員長。 

［福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇］ 

○福祉常任委員長（大和田耕一君） 当委員会に付託されました議案第５号「令和６年度北アル

プス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第４号）」について、審査の概要を

報告いたします。 

審査中委員から、現員現給による補正予算額の算出とはどういうことを言うのかとの質疑

があり、行政側から、これまでの実績等から補正額を見込むのではなく、現在所属している

職員の給与から今後の増減を見込み、補正額を算出しているということであるとの答弁があ

りました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

次に、議案第６号「令和６年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）」について、審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、給付実績の見込みによる変動とは、対象者の増減によること以外に何ら

かの施策を実行しなかったことによる減額という場合も含まれるのかとの質疑があり、行政

側から、事業実績からの費用の増減ということではなく、あくまでも介護給付実績の現状か

ら今後の動向を見据えた予測による補正を行ったものであるとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第７号「令和６年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算

（第４号）」について、審査の概要を報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 福祉常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

まず、議案第５号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第６号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第７号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより順次採決を行います。 

まず、議案第５号について、福祉常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 

よって、議案第５号「令和６年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正

予算（第４号）」は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第６号について、福祉常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方
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の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第６号「令和６年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）」は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第７号について、福祉常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第７号「令和６年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予

算（第４号）」は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第８号について、各常任委員長の報告を求めます。 

はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

［総務常任委員長（太田伸子君）登壇］ 

○総務常任委員長（太田伸子君） 議案第８号「令和７年度北アルプス広域連合一般会計予算」

のうち当委員会に付託されました部分について、審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、債務負担行為について北アルプスエコパーク長期包括運営管理業務が増

額となった理由と、大町市グリーンパーク第３期建設工事に係る年度ごとの債務負担行為の

割合について質疑があり、行政側からは、長期包括運営管理業務の契約書の中に、人件費、薬

剤費、燃料費のほか機械整備費、この４項目について物価スライド制による契約金額の見直

しという設定がされており、契約時と比較して見直しの基準指標を上回った、人件費や燃料

費、機械整備費が対象となり、見直しにより年額にして、２,３００万余の金額が今後８年間

増加するためであるとの答弁がありました。 

また、大町市グリーンパーク第３期建設工事の年度ごとの債務負担行為額の割合について

は、令和７年度に造成工事に一部着手し全体工事の約５％、約３,３００万円の進捗を見込ん

でおり、令和８年度は残りの９５％の進捗で見込んだ割合としているとの答弁がありました。 

また、委員から、消防費の予算は昨年より２億９千万円ほど減っている理由は何かとの質

疑があり、行政側からは、令和７年度予算では水槽付消防ポンプ自動車の更新及びデジタル

無線回線制御装置の整備として備品購入費が大きく増えているが、令和６年度予算における

高機能消防指令センター更新整備に伴う工事請負費、工事の監理委託料などで３億８千万円

が減った結果、前年度より２億９００万円ほど、消防費の全体予算が減額となっているとの

答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 次に、福祉常任委員長の報告を求めます。 

福祉常任委員長。 

［福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇］ 

○福祉常任委員長（大和田耕一君） 議案第８号「令和７年度北アルプス広域連合一般会計予算」

のうち当委員会に付託された部分について、審査の概要を報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 
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○議長（二條孝夫君） 各常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

議案第８号について、まず、総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第８号について、各常任委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立

を求めます。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第８号「令和７年度北アルプス広域連合一般会計予算」は、各常任委員長報告

のとおり可決されました。 

次に、議案第９号について、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

［総務常任委員長（太田伸子君）登壇］ 

○総務常任委員長（太田伸子君） 議案第９号「令和７年度北アルプス広域連合ふるさと市町村

圏事業特別会計予算」について、審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、現在のふるさと市町村圏基金残高と基金の運用方法や運用による利率は

どうなっているのかとの質疑があり、行政側からは、基金の残高は９億４,６４０万円となっ

ている。定期預金は１億８,９７２万２千円で、０.０７％の利息を見込んでいる。また、有価

証券は地方公共団体金融機構債など３種類の公共債で運用しており、利息は０.０８６％から、

１.１６１％と、有利で安全な地方債で運用しているとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

失礼しました。 

行政側からの基金の残高ですが、９億と申し上げましたが基金の残高は５億４,６４０万円

です。訂正いたします。 

○議長（二條孝夫君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第９号について、総務常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の方の起立
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を求めます。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第９号「令和７年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算」

は、総務常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第１０号、議案第１１号及び議案第１２号について、福祉常任委員長の報告を

求めます。 

福祉常任委員長。 

［福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇］ 

○福祉常任委員長（大和田耕一君） 当委員会に付託されました議案第１０号「令和７年度北ア

ルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計予算」について、審査の概要を報告いたしま

す。 

審査中委員から、市町村負担金について、今後、物価の高騰や燃料費の増加により増加す

るということはあるのかとの質疑があり、行政側から、現在の市町村負担金の額は１年間通

常運営をした場合の額であることから、第９期介護保険事業計画期間中で終期を考えていく

にあたり、徐々に利用者数を減らしていくと収入は減るが人件費や光熱水費等の費用は維持

されることから、不足額の負担をさらにお願いしなければならないという心配があるとの答

弁がありました。 

また、終期に向かった後はどうなるのかとの質疑があり、行政側から建物をどうするのか

など具体的な協議はこれからであるが、虹の家に限らず広域連合所管の３施設ともに人材不

足や職員の高齢化、また、公の行う福祉施設の役割をどうしていくかなどの協議も必要なこ

とから、今後、総合的に検討をしていくこととなるとの答弁がありました。 

別の委員からは、以前の資料で入退所に配慮が必要な利用者数が示されていたが、財政的

な補助で民間に受け入れてもらうことはできないのかとの質疑があり、行政側から、個々の

事情により虹の家が最終的な受け皿となっている場合が多い、財政的な問題ではなく、公の

施設としての役割もあるということを示しているものである。また、施設を移る場合に財政

的な補助は考えていないとの答弁がありました。 

また、別の委員からは、終期に向かい利用者数が減っている段階では、それに合う職員を

配置すれば市町村の負担は減るのではないかとの質疑があり、行政側から、利用者３名に対

し１名の看護師、また介護員の配置が基準とされているが、短期的な利用者に併せて配置を

変更していくことは現実的ではなく、一定の固定経費は継続することから負担が減るという

ことは考えづらいとの答弁がありました。 

委員から、高齢人口が増加し支える世代が少なくなる中で、施設がなくなるのはとても不

安、民間との連携や公の役割を提示し利用者の不安を取り除く対応をお願いしたい。また、

今後の時代の変遷に安定した社会資源を確保するために、公としての施設維持も大切である

と考えるとの意見がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１１号「令和７年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算」につい

ての審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、認定者数は増えるが居宅介護サービス利用見込みが減る根拠は何かとの

質疑があり、行政側から、サービス種別ごとの利用者数や要介護度、年度比較等により、国の

積算システムを用いて算出した結果として減ったものであり、要因の一つに要介護度が重度
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化していないことも考えられるとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１２号「和７年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計予算」に

ついての審査の概要を報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（二條孝夫君） 福祉常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

まず、議案第１０号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第１１号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第１２号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

大和幸久議員。 

議案第何号ですか、反対ですか、賛成ですか。 

○７番（大和幸久君） 議案第１０号、反対です。 

［７番（大和幸久君）登壇］ 

○７番（大和幸久君） 議案第１０号「令和７年度介護老人保健施設事業特別会計予算」につい

て反対の立場から討論いたします。 

また、以下に述べることと同様の理由から、議案第１号、広域計画の変更及び議案第５号、

令和６年度虹の家補正予算（第４号）についても反対の立場であることをあらかじめ表明し

ておきます。 

反対理由の１点目は、赤字だから終期ありきと短絡的な結論を出している点についてであ

ります。広域計画の今後の施策と方針に、今後の施設のあり方について第９期介護保険事業

計画期間内に終期を定める方針として検討を進めるとありますけれども、広域連合や大町病

院において、組織として終期を定めると決定している機関は存在しないということを指摘し

ておきたいと思います。 

このような状態ですから、虹の家に在籍している職員やスタッフは、一番将来の見えない

不安に苛まれているということがあります。理由も明確に説明できない、赤字だから終期あ

りきという拙速な結論は撤回して、はじめから検討し直すべきことを指摘しておきたいと思

います。 

２点目は、責任の所在が不明確という点であります。この問題を広域連合全体の課題とし

て、虹の家の終期だけを考えるのではなく、持続可能な広域連合の運営や業務に関して根本

的な見直しをする必要があるのではないでしょうか。この間の議論を通じても、今後の方向

性として介護老人保健施設から他の施設への変更など、住民ニーズに基づいた組織存続への

可能性や検討が十分行われたとはとても言えない状況であることを指摘しておきたいと思い

ます。 

現状では、虹の家の職員だけに配置転換の聞き取りを行っているようですけれども、関係

市町村を含めた広域連合全体で検討すべきことではないでしょうか。虹の家にいる職員はア
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ウトで、それ以外の職員はセーフという状態であって本当に良いのでしょうか。虹の家の職

員は、まるで責任を取らされて引責辞任する政治家のような姿に見えてしまいます。 

理事者、広域連合、病院の責任はどこに行ってしまったのでしょうか。それぞれの責任の

所在を明確にすべきだと思います。 

３点目に指摘しておきたいことは、長期的な展望を考えていないということであります。 

虹の家の業務が終期を迎えた場合を想定したとき建物はどうするのか、譲渡するにも、除

却するにも財源が必要であります。財政支援制度などを把握しておく必要があるにも関わら

ず、財政確保の方策などについても、具体的な検討は何もされておりません。 

整備を必要とするエレベーターや特殊浴槽、ボイラー等の更新に約９,７００万円の経費を

必要としながら、財源確保の十分な検討もされていないことを指摘しておきたいと思います。 

令和７年度から赤字分を市町村負担で補うとしていますが、これも令和８年度中の終期を

想定した上での時限的なその場しのぎの対策でしかありません。関係者からは、虹の家がな

くなったら大変なことになる。また、虹の家のサービスがなくなったら困るなどの声が多数

寄せられており、虹の家の存在意義やニーズがなくなっているわけではありません。 

以上のことから、広域連合全体として根本的な見直しと再生の道筋を真剣に検討し直すこ

とを強く求めて、本議案に対する反対討論を終わります。 

ご賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（二條孝夫君） 議案第１０号について、他に討論はありませんか。 

中村直人議員。 

○４番（中村直人君） 賛成討論です。 

［４番（中村直人君）登壇］ 

○４番（中村直人君） 議案第１０号「令和７年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特

別会計予算」の認定について、賛成の立場から討論をいたします。 

虹の家は、運営に基金繰入が必要となって以来、大町病院と経営改善等に向けた協議によ

り、財政的な課題が浮き彫りとなりました。その後は、広域連合での理事者判断を仰ぎ、昨年

１０月より４２床に規模を縮小し、配置基準上、最も赤字幅を最小に抑えられる体制に見直

し、運営の効率化を高めてきました。昨日の質疑への答弁にもありましたが、今年度のサー

ビスの稼働は、一時は感染症による利用制限を余儀なくされたようですが、現在は、ほぼ満

床の利用であり、また、通所リハビリにおいても平均９５％の利用率を継続している結果が、

療養介護費収入の増額補正に現れております。 

昨年指摘のあった、管理運営事業委託先である市立大町総合病院との連携についても定期

的に連絡を取り合いまして、昨年は遅れました請求も届いているとのことです。 

虹の家のスタッフの皆さんも、はじめての体制の変更に戸惑い、試行錯誤しながらも誠心

誠意のケアの提供を呼びかけあっているとのことです。終期を定める方針の中ではあります

が、現在、虹の家を利用中の方々には不便、不利益の出ないよう、取り組みを進めていること

は、行政とのやりとりの中で何度も確認させていただいております。 

また、現在働いている職員の皆様への配慮についても答弁があり、ほかの議員の皆様もお

聞きしているところだと思います。様々な選択肢がある中で、議会にて議論してきました中

の１人としましては、今回のプロセスにおいての経験、課題は、今後の行政運営、また、誰も

取り残さない重層的支援の展開などに生かしていただきたいと思うところです。 

このような方針が堅持されている以上、広域職員一丸となった運営は評価すべきものと考

え、令和６年度介護老人保健施設事業特別会計補正予算及び令和７年度介護老人保健施設事
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業特別会計予算は認定するべきものと判断いたします。 

以上、賛成討論とさせていただきます。 

皆様のご賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（二條孝夫君） 議案第１０号について、他に討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

他の議案について討論はありませんか。 

栗林陽一議員、議案第何号ですか。 

○５番（栗林陽一君） 議案第１１号、反対です。 

［５番（栗林陽一君）登壇］ 

○５番（栗林陽一君） 議案第１１号「令和７年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予

算」に反対の立場から討論いたします。 

反対する理由は、保険給付の居宅介護サービス給付金が前年度と比べて減額されているこ

とからです。減額になった理由は、様々な調査から、利用人数が減ったためということです

が、これは訪問介護基本報酬引き下げの影響だと考えます。北アルプス広域の圏内にも、訪

問介護を行っている事業所はありますが、どの事業所も訪問介護基本報酬の引き下げのため

人材の確保が難しく、人数が減って来ています。 

また、訪問介護のための移動時間も多く、ガソリン代の高騰などもあり事業者は経営が成

り立たなくなってきています。北アルプス広域の圏内でも、高齢化率が上がっているのに訪

問介護の利用人数が減少したのは、このためだと考えられます。 

全国的に見ても、訪問介護事業を廃業する事業者が増えてきています。訪問介護は在宅で

いるための最後の砦というものです。７年度予算において、この点について極めて不十分で

あることを指摘して、反対討論といたします。 

○議長（二條孝夫君） 議案第１１号について、他に討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

他の議案について討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、討論を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、討論を終結いたします。 

これより順次採決を行います。 

まず、議案第１０号について、福祉常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

（起立多数） 

起立多数であります。 

よって、議案第１０号「令和７年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計予

算」は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第１１号について、福祉常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

（起立多数） 

起立多数であります。 
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よって、議案第１１号「令和７年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算」は、福

祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第１２号について、福祉常任委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第１２号「令和７年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計予算」

は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

以上で、本２月定例会に付議されました案件はすべて終了いたしました。 

ここで、広域連合長のあいさつを受けることといたします。 

広域連合長。 

［広域連合長（牛越徹君）登壇］ 

○広域連合長（牛越徹君） ２月定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

議員各位には、一昨日、そして本日と２日間にわたり、本会議及び常任委員会におきまし

て慎重にご審議をいただき、ご議決賜りましたことに厚く御礼申し上げます。 

ご議決いただきました本年度補正予算並びに新年度予算などの各案件につきましては、適

切かつ効果的な執行に努めますとともに、生活環境と住民福祉の向上を図り、安心、安全な

地域づくりの推進に力を尽くしてまいります。 

また、新年度から令和１１年度までの５カ年を計画期間とする第６次広域計画につきまし

ては、基本構想にあります当地域の将来像「雄大な北アルプスと共にやさしさと活気あふれ

るゆたかな地域」を目指して、圏域に住む人、訪れる人が共にこの素晴らしい自然環境の中

で、心豊かに過ごし、心から愛着を感じることができる地域づくりに努めてまいります。 

広域計画に掲載しました各施策につきましては、これまでの取り組みを継承しつつ、多様

化する住民の皆様のニーズに応え、広域行政の役割を果たすため構成市町村とともに十分検

討を重ね策定いたしました。引き続き、広域連合と構成市町村が一体となり計画に即した事

業の推進に取り組んでまいります。 

結びに、各市町村におきましては、間もなく市町村議会３月定例会が始まり、議員各位に

おかれましても忙しい日々が続くことと存じますが、どうぞご自愛いただき、圏域並びに市

町村の振興発展のため、いっそうご尽力いただきますようご祈念申し上げまして、閉会のご

あいさつといたします。 

誠にありがとうございました。 

○議長（二條孝夫君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

議員各位には、公務ご多忙のところご出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

これにて、令和７年北アルプス広域連合議会２月定例会を閉会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

閉会 午前１０時５３分 
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